
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
参
照
条
文

○

特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
一
号

（
抄
）

）

（
特
定
原
動
機
の
型
式
指
定
）

第
六
条

主
務
大
臣
は
、
特
定
原
動
機
の
製
作
等
を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
特
定
原
動
機
製
作
等
事
業
者
」
と
い
う

）
の
申
請
に
よ
り
、
特
定
原
動
機
を

。

そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
す
る
。

２

前
項
の
指
定
の
申
請
は
、
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
特
定
原
動
機
に
つ
い
て
、
外
国
に
お
い
て
当
該
特
定
原
動
機
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
又
は
そ

の
者
か
ら
当
該
特
定
原
動
機
を
購
入
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
当
該
特
定
原
動
機
を
本
邦
に
輸
出
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
も
の
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
指
定
は
、
申
請
に
係
る
特
定
原
動
機
が
特
定
原
動
機
技
術
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
均
一
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

４

第
一
項
の
指
定
は
、
当
該
特
定
原
動
機
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
特
殊
自
動
車
の
範
囲
を
限
定
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
特
定
原
動
機
（
以
下
「
型
式
指
定
特
定
原
動
機
」
と
い
う

）
が
特
定
原

。

動
機
技
術
基
準
に
適
合
し
な
く
な
り
、
又
は
均
一
性
を
有
す
る
も
の
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
主
務
大
臣
は
、
取
消
し
の
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
特
定
原
動
機
に
つ
い
て
取
消
し
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
主
務
大
臣
は
、
指
定
外
国
特
定
原
動
機
製
作
者
等
（
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
そ
の
製
作
し
、
又
は
輸
出
す
る
特

定
原
動
機
の
型
式
に
つ
い
て
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

。

は
、
当
該
指
定
外
国
特
定
原
動
機
製
作
者
等
に
係
る
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
外
国
特
定
原
動
機
製
作
者
等
が
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
省
令
の
規
定
（
第
一
項
の
指
定
に
係
る
部
分
に
限
る

）
に
違
反
し
た
と
き
。

。

二

主
務
大
臣
が
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
指
定
外
国
特
定
原
動
機
製
作
者
等
に
対
し
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ
た
と
き
。

三

主
務
大
臣
が
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
そ
の
職
員
に
指
定
外
国
特
定
原
動
機
製
作
者
等
の
工
場
若
し
く
は
事
業
場
又
は
型
式
指
定



特
定
原
動
機
の
所
在
す
る
と
認
め
る
場
所
に
お
い
て
当
該
特
定
原
動
機
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
の
検
査
を
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質

問
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
検
査
が
拒
ま
れ
、
妨
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
忌
避
さ
れ
、
又
は
質
問
に
対
し
陳
述
が
さ
れ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
陳
述
が
さ
れ
た
と
き
。

７

道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
装
置
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て

指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
型
式
指
定
特
定
原
動
機
と
み
な
す
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
、
第
二
十

八
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
（
特
定
特
殊
自
動
車
の
使
用
者
に
係
る
も
の
に
限
る

）
並
び
に
第
三
十
八
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
公
布
の
日

。

か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


